




〇経歴
１９５５年 東松山市に生まれる
１９８４年 （有）料亭 坂本屋 代表取締役
１９８７年 東松山市議会議員
１９９０年 （社）東松山青年会議所理事長
１９９４年 東松山市長就任 現在４期目

○主な役職

• 都道府県体育協会連合会 会長
• ＮＰＯ全国市町村保健活動協議会 会長
• 財団法人日本体育協会 理事
• 財団法人埼玉県体育協会 会長
• （社）日本ウオーキング協会 理事
• 彩の国生涯学習まちづくり市町村協議会 会長
• 埼玉県スキー連盟 会長
• 埼玉県社会福祉協議会 副会長
• 埼玉県国民健康保険団体連合会 監事
• 東松山体育協会 会長
• 東松山市レクリエーション協会 会長
• 武蔵丘短期大学客員教授
• 大東文化大学客員研究員
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３２才で市議選
３９才で市長







思えば叶う！そうなりたい！

そうなると信ずる

そのように努力する

そうすれば そうなる！









ひまわりのような
市政をめざして！

明るい市役所

健康的な生き方



市長になって

まず第一に改革しようとしたこと・・・

それは福祉

原点 「しがらきから吹く風」



福祉は明るく

人間すぐには変われない

東京ディズニーランド

市役所に電話

火種運動



東松山市の理念

ノーマライゼーションとは

どんな障害があっても、

ごく普通日常的な生活が

保障されるべきであるという

理念から

提唱されたもの



少子化が進むと

100年後には日本の人口が半減！

400年後には日本国土の人口がゼロに！？



少子化の進んだ背景
経済的負担が大きい （ 成人まで2千万 ）

子育てよりも自分たちの生活を楽しみたいと考
える人が増えた

将来の社会状況への不安



少子化問題に対する東松山市の施策

• 子育て支援センター

• こども医療費の無料化

小学校３年生まで入通院費無料

中学校３年生まで入院費無料

• 子育てサークル活動の支援

• 放課後クラブの充実 等



今までの日本の介護

高齢化の進む人口構造

平均寿命（平成１６年簡易生命表）
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世界に類をみない高齢化の速さ

高齢化社会 ７％

高齢社会１４％

0 20 40 60 80 100 120

日本

イギリス

アメリカ

スウェーデン

フランス
所要年数

（倍化年数）平成１６年

高齢社会白書



サ
ザ
エ
さ
ん
の
父
、

磯
野
波
平
さ
ん
は

僕
よ
り
年
下
！



ノーマライゼーションのまちづくりによるまちの変貌

○ 環境行政

・ほたるの住めるまちづくり

・ISO14001取得

・ひがしまつやまの水

○ 建設行政

・市役所周辺の整備

・駅前再開発

○ 教育行政

・スニーカープラン→ チームティーチング制

少人数学級



ノーマライゼーションのまちづくりと

東松山市の就学支援委員会廃止

ともに育ち、ともに学ぶ教育の推進に向けて



東松山市政の基本理念

東松山市政の基本理念は、障害のある方もそうでない
方も、共に暮らしを分かち合える社会。もし障害を持ったと
しても、自分が生まれた地域で安心して自立をして、生き
がいを持って生活を続けることができる『ノーマライゼー
ション』のまちづくりを、すべての施策の根幹においていま
す。
私は、障害のある人から見た、住みやすい社会こそが、

人にやさしいまちであり、すべての人が心豊かに安心して
暮らせるまちだと確信しています。ノーマライゼーションの
まちづくりを積極的に推進し、日本一の福祉先進都市を
目指します。



東松山市の施策

乳幼児期

■市内の障害児通園施設が閉園
■保育園に２０人の加配保育士
■看護師の配置で医療的ケアに対応



障害児通園施設のかつての様子



平成１６年３月に閉園



子育て支援センター ソーレ



子育て支援センター ソーレ（わいわいタイム）



障害のある子も一緒に利用



加配保育士の配置による保育園の受入れ



障害のある子の保育園での様子



障害のある子の保育園での様子



東松山市の施策

学齢期

■３９人の介助員を小・中学校へ派遣
■障害のある子どもの７８％が地元校へ



介助員の派遣による学校生活の支援

介助員



介助員の派遣による学校生活の支援



子どもたち同士の支え合い



東松山市の施策

成人期

■障害のある人の就職支援
■住宅地での居住の場確保



東松山市障害者就労支援センター



センター内の就労トレーニング



企業内の就労実習



３年間で１１０人の企業就労実現



重度障害の人たちのグループホーム



グループホームでの生活（市内１８ヶ所）



東松山市の施策

２４時間３６５日対応の

■総合相談センター
■ホームヘルパー派遣



拠点施設・東松山市総合福祉エリア







従来のホームヘルパー派遣の仕組み

介護保険 身体障害・知的障害 精神障害



介護保険 身体障害・知的障害 精神障害

総合福祉エリアのホームヘルパー派遣の仕組み



介護保険・身体障害・知的障害・精神障害

総合福祉エリアのホームヘルパー派遣の仕組み
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２４時間対応の総合相談センター



２４時間派遣のヘルパーステーション



障害者自立支援法によるヘルパー派遣



障害者自立支援法による外出の支援



介護保険制度にも対応



共生型多機能センターあすみーる
■介護保険 認知症高齢者グループホーム

小規模多機能型居宅介護

■障害者自立支援法 地域活動支援センター
■子育て支援 時間外の幼児・児童の保育
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東松山市における
就学支援委員会の廃止



学校教育法施行令

（入学期日等の通知、学校の指定）
第５条 市町村の教育委員会は、就学予定者（法第22条第１項又は
第39条第１項の規定により、翌学年の初めから小学校、中学校、中等

教育学校又は特別支援学校に就学させるべき者をいう。以下同じ。）
で次に掲げる者について、その保護者に対し、翌学年の初めから２月
前までに、小学校又は中学校の入学期日を通知しなければならない。

1．就学予定者のうち、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体
不自由者又は病弱者（身体虚弱者を含む。）で、その障害が、第22条
の３の表に規定する程度のもの（以下「視覚障害者等」という。）以外
の者

2．視覚障害者等のうち、市町村の教育委員会が、その者の障害の状

態に照らして、当該市町村の設置する小学校又は中学校において適
切な教育を受けることができる特別の事情があると認める者（以下
「認定就学者」という。）



区分 障害の程度

視覚障害者 両眼の視力がおおむね0.3未満のもの又は視力以外の視機能障害が高

度のもののうち、拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚
による認識が不可能又は著しく困難な程度のもの

聴覚障害者 両耳の聴力レベルがおおむね60デシベル以上のもののうち、補聴器等の

使用によっても通常の話声を解することが不可能又は著しく困難な程度
のもの

知的障害者1．知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通が困難で日常生活を営むの

に頻繁に援助を必要とする程度のもの
2．知的発達の遅滞の程度が前号に掲げる程度に達しないもののうち、社

会生活への適応が著しく困難なもの

肢体不自由者1．肢体不自由の状態が補装具の使用によっても歩行、筆記等日常生活に

おける基本的な動作が不可能又は困難な程度のもの
2．肢体不自由の状態が前号に掲げる程度に達しないもののうち、常時の

医学的観察指導を必要とする程度のもの

病弱者 1．慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経疾患、悪性新生物その他の疾

患の状態が継続して医療又は生活規制を必要とする程度のもの
2．身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする程度のもの

第22条の３ 法第71条の４の政令で定める視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢

体不自由者又は病弱者の障害の程度は、次の表に掲げるとおりとする。



現在の障害のある子どもの就学先決定の流れ

障害のない子 障害のある子

就学時健診等による就学支援委員会対象児の把握

就学支援委員会

専門的知識を有する者
医学・教育学・心理学

保護者

意見
聴取

意見聴取

小・中学校 特別支援学級 特別支援学校

学校教育法施行令
第２２条３の表に
該当するか判断

入学通知

入学通知入学通知

意見書



平成１２年の地方分権一括法の施行に
伴って、義務教育の就学事務は機関委
任事務から自治事務となり、就学支援委
員会の設置も市町村の裁量となっている。

地方分権一括法の施行と
就学支援委員会の廃止決定



教育委員会の反対意見

（１）「養護学校の入学を希望した子どもには、就学指
導委員会が『専門的知識を有する者』の意見書を提
出しないと県の教育委員会が養護学校の入学を認
めない」

（２）「就学指導委員会が子どもの状態を把握し、適切
な就学先を判断して就学指導を行わないと、結果と
して子どもにとって不幸な選択を保護者にさせてし
まう」

（３）「介助員や設備改修の予算が膨大となってしまい
対応できなくなる」



（１）養護学校の入学については、「専門的知識を有す
る者の意見聴取の場」が あればよく、市町村教育

委員会の裁量で就学指導委員会の廃止も可能。

（２）就学指導委員会による「適切な指導」については
情報提供は必要だがそれを得たうえで判断するの
は保護者である。「専門家」と言われる人たちが、

「親は素人だから指導が必要」と考えられﾄきたことに
多くの問題が含まれていたのではないか。

３）予算は無限ではないが、現在でも小学校、中学校
に３９人の介助員を派遣している。設備的な大改修
がすぐできなくても、介助員、教員、子どもたちで助
け合ってできないものではない。



個別の就学相談

東松山市の新しい就学相談の流れ

障害のある子

就学時健診等による就学相談対象児の把握

就学相談調整会議（就学先希望の把握） 医学・教育学・心理学

保護者

意見書

小・中学校 特別支援学級 特別支援学校

入学通知

個別相談

学校見学

学校との懇談

保護者・本人の希望確認

希望の報告

市長への報告
（予算等の検討）

入学通知

・教職員
・福祉エリア

相談担当者

入学通知



東松山市就学相談に関する規則

（目的）
第１条 この規則は、就学予定者、児童
及び生徒の就学先の選択にあたり保護
者等に適切な就学相談及び支援を行い、
共に育ち、共に学ぶ教育の推進を図る
ため、必要な事項を定めるものとする。



国連障害者権利条約と

学校教育法施行令の見直し









福祉と医療・現場と政策をつなぐ「えにし」ネット
第１回のつどい。
♪ 「君といつまでも……」 ♪

を、語り入りで。
左は、ゆきさん。









日本スキー界の草分け、三浦敬三さん（ 101歳）と


